
ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ミ
テ
王
国
無
収
水
対
策
能
力
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
フ
ェ
ー
ズ
２
）
終
了
時
評
価
報
告
書

平
成
26
年
2
月

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構  

ヨルダン・ハシミテ王国

無収水対策能力向上プロジェクト

（フェーズ２）

終了時評価

報 告 書

平成 年 月

（ 年）

独立行政法人 国際協力機構

地球環境部 
環境

 



 

ヨルダン・ハシミテ王国

無収水対策能力向上プロジェクト

（フェーズ２）

終了時評価

報 告 書

平成 年 月

（ 年）

独立行政法人 国際協力機構

地球環境部 



 

i 

目 次 

 
評価調査結果要約表 .......................................................................................................................................... ii 

第 1 章 終了時評価調査の概要 ..................................................................................................................... 1-1 
1-1 調査団派遣の経緯と目的 ................................................................................................................... 1-1 
1-2 調査団の構成と調査期間 ................................................................................................................... 1-1 
1-3 対象プロジェクトの概要 ................................................................................................................... 1-2 

第 2 章 終了時評価の方法 ............................................................................................................................. 2-1 
2-1 評価の概要と評価項目 ....................................................................................................................... 2-1 
2-2 評価の手順と方法 ............................................................................................................................... 2-1 

第 3 章 プロジェクトの実績 ......................................................................................................................... 3-1 
3-1 投入実績 ............................................................................................................................................... 3-1 
3-2 成果の達成状況 ................................................................................................................................... 3-2 
3-3 プロジェクト目標の達成見込み........................................................................................................ 3-7 
3-4 実施プロセス ....................................................................................................................................... 3-8 

第 4 章 評価 5 項目による評価結果 ............................................................................................................. 4-1 
4-1 妥当性 ................................................................................................................................................... 4-1 
4-2 有効性 ................................................................................................................................................... 4-1 
4-3 効率性 ................................................................................................................................................... 4-3 
4-4 インパクト ........................................................................................................................................... 4-3 
4-5 持続性 ................................................................................................................................................... 4-4 
4-6 結論 ....................................................................................................................................................... 4-5 

第 5 章 提言と教訓 ......................................................................................................................................... 5-1 
5-1 提言 ....................................................................................................................................................... 5-1 
5-2 教訓 ....................................................................................................................................................... 5-1 

 
付属資料 
１． 調査日程 ...........................................................................................................................................A1-1 
２． 主要面談者 .......................................................................................................................................A2-1 
３． ミニッツ ...........................................................................................................................................A3-1 



ii 

評価調査結果要約表

１. 案件の概要

国名：ヨルダン・ハシミテ王国 案件名：無収水対策能力向上プロジェクト

    （フェーズ 2）

分野：上水道 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：地球環境部 水資源第一課 協力金額（評価時点）：約 2.5 億円

協力期間

(R/D): 2008/11/26 先方関係機関：水・灌漑省（MOI）

(延長): ヨルダン水道庁（WAJ）

(F/U) : 日本側協力機関：厚生労働省

(E/N)（無償） 他の関連協力：

１-１ 協力の背景と概要

ヨルダン国では、国土の約 75%が年間降雨量 200mm 以下の砂漠地帯に属しており、降水はヨルダン

渓谷沿いに集中している。水資源不足、人口増加による需要増と、40%から 60%といわれる高い無収水

率により、全国で給水制限（時間給水）が行われ、給水時間が首都アンマンでは週 50 時間、渓谷地域

では 24～30 時間、小規模村落に至っては 10 時間以下の地域もある。

JICA も 2005 年 8 月から 2008 年 8 月まで、ヨルダン水道庁（以下、WAJ：Water Authority of Jordan）

の対症療法的な無収水対策に係る能力向上を目的とした技術協力プロジェクト「無収水対策能力向上

プロジェクト」を実施した。同プロジェクトを通じて、高圧配水による配水管への過度な負担や給水

管及び水道メーターの粗悪な施工等の問題に対する予防的無収水対策に取り組む必要性が確認され

た。ヨルダン国は 2007 年 8 月に予防的無収水対策に係る技術協力プロジェクトを我が国に要請し、JICA

は WAJ 本庁及び各県支所を対象として、①配水ネットワーク管理能力向上、②給水管及び水道メーター

の設置体制整備、③WAJ と住民との関係強化を目的とした技術協力プロジェクトの実施を決定した。

１-２ 協力内容

本プロジェクトは、WAJ 及び全国の上水道事業体における、無収水削減のための予防的対策に関す

る計画・実施能力向上を目的とする。具体的には、水理的合理性を考慮した配水ネットワーク管理能

力の強化及び適切な給水装置（給水管、水道メーター等）の設計及び施工管理能力の強化を図る。併

せて、盗水防止及び節水についての住民の意識向上を図ると共に、WAJ が実施する無収水対策への住

民の協力を促進するために、WAJ と住民との関係強化を行う。

（１）上位目標

WAJ の無収水が減少する。

（２）プロジェクト目標

WAJ の予防的無収水対策能力が向上する。

（３）成果

1. WAJ が所管する上水道事業体の配水ネットワーク管理能力が強化される。

2. 給水管及び水道メーターの設置体制が整備される。

3. 無収水対策に係る WAJ と住民との関係が強化される。



 

iii 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 総投入額約 2.5 億円 

短期専門家派遣 10 名（7 分野 計 63.3M/M） 

機材供与 約 1,370 万円（日本調達分、現地調達分併せて） 

研修員受入 17 名 

相手国側： 

カウンターパート配置 37 名（WAJ 本庁：12 名、中部及び南部の県支所 25 名） 

ローカルコスト負担 C/P が研修に参加する際の旅費、一部機材費等（約 3.5 万ディナール） 

 

２. 評価調査団の概要 

調査者 （担当分野： 氏名  職位） 

団長･総括： 沖浦文彦  JICA 地球環境部水資源･防災グループ水資源第一課長 

上水道計画： 讃良貞信  JICA 地球環境部国際協力専門員 

協力企画： 池田龍介  JICA 地球環境部水資源・防災グループ水資源第一課 

評価分析： 岩瀬信久  有限会社アイエムジー パートナー 

調査期間 2011 年 2 月 13 日〜2011 年 2 月 25 日 評価種類：終了時評価 

３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

プロジェクト目標と 3 つの成果は、指標に照らして、概ね達成される見込みである。 

プロジェクト目標は 3 つの指標を設定しており、「1.中部及び南部 6 県の各 GWA において、プロジェ

クト研修をもとに、予防的無収水を意欲的に実施するための現実的な活動計画が作成される。」は達成

見込み、「2. 6 県において、活動計画を実現するための手順がプロジェクトで作成された 3 つのガイド

ライン（無収水削減全般、配水ネットワーク管理、給水管や水道メーターの設備）を参考に、各 GWA

の職員により見直される。」は達成、「3. WAJ 本庁は、予防的無収水削減対策を実施する仕組みを構築

し、GWA に普及する。」は達成見込みとなっている。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクトの妥当性は「高い」。 

ヨルダン国政府の政策上の重点施策「ヨルダンの水戦略（Water for Life: Jordan’s Water Strategy 

2008-2022）」、WAJ の予防的無収水対策能力向上というニーズ、我が国の政府開発援助（ODA）政策及

び対ヨルダン国国別援助政策との整合性が取れている。 

（２）有効性 

本プロジェクトの有効性は「中程度」である。 

5 つの GWA（WAJ の県支所）によるアクションプランはほぼ策定されており、そのレビューに必要

なガイドラインも策定されている。また、給水管及び水道メーター設備に係わる設計及び施工管理に

係わる認定制度が新たに策定された。一方、住民啓発活動と、発足する認定制度の下での施工業者向

けの研修のさらなる実施によりプロジェクト目標の達成度を高めることが可能である。 

（３）効率性 
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本プロジェクトの効率性は「中程度」である。 

ヨルダン国・日本側双方の投入が、ほぼ適切に 3 つの成果とプロジェクト目標の達成に転換されて

いる。一方、WAJ の組織再編、マアン GWA 経営管理のアカバ水道会社（AWC）への移管、WAJ 組織

内での所長や技術者の頻繁な異動等がプロジェクトの効率性を一定程度阻害した。 

（４）インパクト 

本プロジェクトは「大きなインパクトを発現する十分な可能性を有している」。 

フェーズ 1、フェーズ 2 プロジェクトを通じ、WAJ 職員の無収水削減対策能力が強化されており、他

のドナー支援プロジェクトにおいても、これら向上した能力と経験を効果的に活用することで、ヨル

ダン国の無収水率を安定的に低減することにつながることが期待される。 

本プロジェクトが整備した無収水削活動の様々なガイドライン、教材、講義用ハンドアウト、パン

フレットは、英語とアラビア語の双方で用意されており、他の英語圏、アラビア語圏の国々で十分に

活用可能である。 

（５）持続性 

本プロジェクトの持続性は「中程度だが、不確実性がある」。 

本プロジェクトは制度的・技術的観点からは比較的、持続的と思われるが、WAJ の組織面・財務面

の仕組みについて今後、対応策を検討・明確化していくことが、総合的な持続性確保のために必要で

ある。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

プロジェクト目標達成に貢献した主な要因は、ヨルダン国における無収水問題解決の重要性の高さ

である。プロジェクトの妥当性の高さが、WAJ 内外のヨルダン国側プロジェクト関係者の間に高いコ

ミットメントをもたらし、住民意識向上活動における宗教指導者や教育省に代表される、社会の効果

的な協力を得ることができたものと考えられる。WAJ の高いレベルのコミットメントの一例は、給水

管及び水道メーター設備の施工管理に係わる研修のためにマルカ研修センターを改装するという積極

的な対応が取られたことにも現れている。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

OJT、教室での研修やワークショップ、本邦研修等の様々な技術移転方法が適切に採用され組み合わ

されたことで、WAJ 職員が理論と実践の両面で予防的無収水対策を理解できた。プロジェクトでの知

見が C/P やプロジェクト関係者の間で効果的に共有された。プロジェクト活動が現場の実際の状況に

合う形で、適切に修正された。民間事業者認定に係わる規程及び手続きに係わる技術審議会（作業委

員会）が組織され、ミヤフナ、アルヤルムーク（NGWA）、AWC 等の他の水道事業体や、民間セクター

から複数の施工業者が積極的に参加して効果的に機能した。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

協力対象の設定 

マアン県 GWA の運営管理が AWC に移管されたことに伴い、本プロジェクトの協力対象としての位
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置付けが不明確となった。マアンの C/P は給水管及び水道メーター設備の施工管理に係わる研修の講

師向け研修や住民啓発活動、県毎のアクションプラン策定等の活動に参加することができず、プロジェ

クトのインパクトに一部影響があったと考えられる。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

2010 年 3 月の WAJ の組織改変 

WAJ の組織改変に伴い、ヨルダン側プロジェクト担当者の WAJ 内部における位置付けが不明確とな

り、同年 6 月の JCC まで、プロジェクトにかかるヨルダン側の意思決定に支障をきたした。 

また、組織改変に伴い WAJ 本庁住民啓発課が解散された後も、いくつかの GWA では住民啓発コー

ディネーターが住民意識向上活動を継続したが、WAJ 本庁からの予算措置を含めた支援やガイダンス

が無く、活動を効果的に実施することが困難であった。 

 

減圧弁の不具合によるパイロットプロジェクトの遅延 

タフィーラ県のパイロット地区に設置された減圧弁が、メーカー側の問題による納入の遅れや機能

の不調によりプロジェクト活動の実施に遅延が生じている。 

 

３-５ 結論 

本プロジェクトはプロジェクト期間内にプロジェクト目標を達成することが見込まれ、予定どおり

終了することが適切である。 

プロジェクト終了までに PDM2 で定義された 3 つの成果とプロジェクト目標はほぼ達成される見通

しである。プロジェクト実施面では、当初期間を中心にいくつかの困難があったものの、C/P や専門家

を始めとするすべてのプロジェクト関係者が、本プロジェクトの成功のために努力を行ってきた。そ

の結果、6 県の GWA とマルカ研修センターを中心に、WAJ 職員の意識、モチベーション、能力は大き

く改善し強化された。 

配水ネットワーク管理の理論的・実践的な知識と技術が強化され、バルカ県フハイス等のパイロッ

ト区画では配水圧の低下を実現し、その結果、実際の無収水削減と配水ネットワーク・インフラの損

傷リスク軽減が可能となった。給水管及び水道メーター設置に係わる制度が明確に整備され、「民間事

業者認定制度」が本格的に制定・実施されることになり、施工品質の向上とそれによる漏水リスクの

軽減が確実にもたらされることになる。本プロジェクトで実施された住民啓発活動を通じて無収水削

減に係わる WAJ と地域住民の関係が強化された。これらの結果として、各 GWA で対症療法的及び予

防的な双方の無収水対策を実施するための体系的かつ現実的なアクションプランが初めて作成され

た。これは今後、WAJ が 2035 年までの無収水削減目標を実現していくために必要な財務措置とともに、

WAJ が継続的に具体策を講じていくための基礎となり、WAJ 本庁は本プロジェクトの成果を最大限、

活用するために適切かつ具体的な対応を取ることが期待されている。 

本プロジェクトは WAJ が無収水削減に必要な対策を取っていくための基盤を構築した。プロジェク

トの成果を維持・拡大していくためには、WAJ は具体策をとる上でのより強固なコミットメントとと

もに組織体制を一層、強化していく必要がある。本プロジェクトが変化するプロジェクト環境の中で

最も可能な成功を収めたと考えられることから、本プロジェクトはスケジュールどおりに終了するこ

とが妥当である。今後、WAJ が強いコミットメントをもって自身による能力向上努力を続けることが
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重要で、特に、策定された GWA アクションプランの実施を念頭に置いた WAJ 本庁による適切な組織

面・財務面での対応が、本プロジェクトの本来的な成功を実現するために必要不可欠である。 

 

３-６ 提言 

プロジェクトへの提言 

(1) タフィーラ県で実施中のパイロットプロジェクト 

・ タフィーラ県のパイロット地区では、導入した減圧弁の不具合により一部活動に遅れが生じて

いるが、プロジェクト期間内に計画された活動を完了させること。 

(2) 各県における無収水対策アクションプランの作成 

・ プロジェクトは、各県が作成している対症療法的及び予防的な無収水削減対策を含んだ現実的

な無収水対策アクションプランの完成に向けた支援を行うこと。 

WAJ への提言 

(1) 無収水対策アクションプランの WAJ 予算における位置付けの明確化 

・ WAJ 総裁が各県に対して包括的な無収水対策アクションプランをプロジェクト期間内に完成さ

せ、無収水対策アクションプランに基づく無収水対策の予算要求を行うよう指導すること。ま

た、各県は確定した予算額に応じて無収水対策アクションプランの見直しを行うべきである。 

・ 無収水アクションプラン実施のための予算は、各県が WAJ 本庁に提出する予算要求の中に明示

されるべきである。 

・ WAJ 本庁は、配布した予算が無収水対策アクションプラン実施のために適切に執行されている

かを評価・モニタリングする体制を強化すべきである。 

(2) 技術移転を受けた WAJ 職員の有効活用 

・ プロジェクトを通じて技術移転された WAJ 職員が必ずしも有効活用されていない。WAJ はそれ

ら職員（公社等へ出向する職員を含む）を無収水対策に関連する部署に配置し、その知識・経

験を有効活用すべきである。 

・ WAJ は無収水対策に係わる県風プログラムを WAJ 職員向けにも実施すべきである。また、技術

移転を受けた職員は研修講師としても有効活用されるべきである。 

 

３-７ 教訓 

(1) C/P の組織形態に応じたターゲット・グループの選定と、それに応じたプロジェクト設計及び実

施上の工夫の必要性： 

本プロジェクトは、WAJ 本庁とその直接管理下にある中部及び南部の計 6 つの GWA をターゲッ

ト・グループとして実施したが、WAJ はそれに加えて、傘下にミヤフナ、アルヤルムーク（NGWA）、

AWC の 3 つの水道事業体（公社）を有している。本プロジェクトでは、上記 3 事業体の関係者が

民間事業者認定に係わる規程及び手続きに係わる技術審議会（作業委員会）の委員となり、効果的

な議論と認定制度の発足の実現に貢献した。 

今後の教訓として、中期的な水道事業の組織形態の変化を念頭に置いた適切なターゲット・グ

ループの選定と、それに応じたプロジェクト目標、成果、具体的活動の適切な設計と実施上の工夫

を柔軟に行う必要がある。 
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(2) ターゲット・グループの数が多い場合の、優先度を意識した技術移転の必要性： 

本プロジェクトに参加した C/P の数は WAJ 本庁と 6GWA の計 7 組織から 40 名に達した。技術移
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する場合、プロジェクトの有効性と効率性の面で負の影響を与える可能性がある。このため、プロ

ジェクトで技術移転対象とする組織と C/P 候補の能力を十分に把握・分析した上で、同じ成果項目

に対しても指標の達成レベルに組織ごとに差をつける、あるいは特定技術の技術移転をより円滑化

させるために、基礎知識・技術に係る補完的な研修活動を部分的に導入する等のプロジェクト実施

上の工夫を行う必要がある。 
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第1章 終了時評価調査の概要 

1-1 調査団派遣の経緯と目的 

ヨルダン国では、国土の約 75%が年間降雨量 200mm 以下の砂漠地帯に属しており、降水はヨルダ

ン渓谷沿いに集中している。水資源不足は深刻であり、全国で給水制限が行われ、給水時間が首都ア

ンマンでは週 50 時間、渓谷地域では 24～30 時間、小規模村落に至っては 10 時間以下の地域もある。

これは根本的な水資源不足に加えて、人口増加による需要増と、40%から 60%といわれる高い無収水

率に起因している。ヨルダン水道庁（以下、WAJ：Water Authority of Jordan）は無収水削減に係る取

り組みを援助機関の支援を受けつつ各地で実施している。 

JICA は 2005 年 8 月から、WAJ の無収水対策に係る能力向上を目的とした技術協力プロジェクト

「無収水対策能力向上プロジェクト」を開始した。プロジェクトでは 10 県支所の WAJ 職員に対して

無収水対策に係る概念及び基礎技術に関する座学研修を実施し、更に実務上の能力向上のために、中

部 3 県及び南部 3 県に計 6 パイロット区画を選定して WAJ 県支所関係者に OJT 方式で無収水対策に

関する包括的な計画策定と漏水探知・修繕を中心とした実施手法を指導した。 

2008 年 8 月にプロジェクトが終了した後は、対象県のパイロット区画で習得された無収水対策の

知見が活用され、他区画においても無収水対策活動が持続的に展開されることが期待されている。他

方、プロジェクト活動を通じて、対象県支所職員の基礎的及び対症療法的な無収水対策能力は向上し

たものの、更なる無収水率削減のためには、高圧配水による配水管への過度な負担や給水管及び水道

メーターの粗悪な施工等の問題に対する予防的無収水対策に取り組む必要性が確認された。これに対

して、ヨルダン国は 2007 年 8 月に予防的無収水対策に係る技術協力プロジェクトを我が国に要請し

た。 

かかる状況の下、JICA は 2008 年 7 月から 8 月にかけて実施した事前評価調査の結果を踏まえて、

①配水ネットワーク管理能力、②給水管及び水道メーターの設置体制整備、③WAJ と住民との関係

強化という三点の予防的無収水対策に係る WAJ 本庁及び各県の水道事業体の能力向上について、技

術協力プロジェクトの実施を決定した。 

今般、終了 6 ヶ月前となった事から終了時評価調査を実施し、プロジェクトの投入実績、活動実績、

計画達成度を調査する。また、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点

からも検証を行い、終了時までの対応方針等について提言を行うとともに、類似の技術協力案件への

教訓を抽出する。評価結果は、終了時評価報告書として取りまとめる。 

1-2 調査団の構成と調査期間 

（1）調査団の構成 
担当 氏名 所属 

総括 沖浦 文彦 国際協力機構 地球環境部水資源第一課 課長 
上水道計画 讃良 貞信 国際協力機構 国際協力専門員 
調査企画 池田 龍介 国際協力機構 地球環境部水資源第一課 
評価分析 岩瀬 信久 有限会社アイエムジー パートナー 
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（2）調査日程 
2011 年 2 月 12 日(土)から 2011 年 2 月 25 日(金)まで（詳細は付属資料 1.、主要な面談者は付属

資料 2.のとおり） 

1-3 対象プロジェクトの概要 

プロジェクト名 ヨルダン国無収水対策能力向上プロジェクト（フェーズ２） 

対象地域 ヨルダン水道庁が水道サービスを提供するヨルダン国全体を対象地域と

する。 

協力期間 2009 年 2 月 2 日～2011 年 8 月 1 日（2 年 6 ヶ月） 

上位目標 ヨルダン国の上水道事業体における無収水が削減する。 

プロジェクト目標 ヨルダン水道庁の予防的無収水対策能力が向上する。 

成果 1．WAJ が所管する上水道事業体の配水ネットワーク管理能力が強化され

る。 
2．給水管及び水道メーターの設置体制が整備される。 
3．無収水対策に係る WAJ と住民との関係が強化される。 

投入 ＜日本側＞ 
1. 専門家派遣（7 名） 
(1) 総括 / 上水道計画、(2) 配水圧管理、(3) 給水装置、(4) 機械施設 /  
ポンプ設計・運転、(5) 漏水調査・管理、(6) 住民啓発、（7）業務調整 

2. 機材供与 
(1) 成果 1 に必要な機材：GIS 関連機材、減圧弁等 
(2) 成果 2 に必要な機材：管材、管材接続部品、工具等 

3. カウンターパート研修 
(1) 経営層レベル、(2) 技術者レベル 
＜相手国側＞ 
1. カウンターパート（C/P）配置（WAJ 本庁及び中部・南部 WAJ 県支所、

計 30 名程度） 
2. 専門家及びプロジェクトスタッフのための事務所スペース 
3. C/P に係る費用（人件費、交通費、日当・宿泊費、講師謝金） 
4. パイロットプロジェクト実施に係る土木工事費用 
5. 研修センター整備（給水装置設置に係る研修等で利用） 
6. 関連資料・情報の提供 
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第2章 終了時評価の方法 

2-1 評価の概要と評価項目 

本終了時評価調査は「新 JICA 事業評価ガイドライン 第１版」に基づき、プロジェクト・サイク

ル・マネジメント（Project Cycle Management：PCM）手法で用いられるプロジェクト・デザイン・マ

トリックス（Project Design Matrix（PDM））を活用して、プロジェクトの実績（投入の実績、活動の

実績、成果の達成度、プロジェクト目標・上位目標の達成度・見込み）と実施プロセスを整理、確認

するとともに、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から評価を行っ

た。 

評価 5 項目の主な視点は次の通りである。 

1) 妥当性: プロジェクト目標や上位目標がヨルダン国の政策や我が国の援助政策との整合性

が取れているか、ターゲット・グループのニーズと合致しているかなど、プロジェクトの正

当性・必要性を検証、判断する。 

2) 有効性: プロジェクト目標が計画通り達成されるか、プロジェクト目標の達成が成果の達

成によって引き起こされるものかなどにより、プロジェクトの実施によってターゲット・グ

ループに便益がどのようにもたらされているかを検証し判断する。 

3) 効率性: プロジェクトが効果的に投入資源を活用したかという観点から、投入実績と成果

達成の状況を踏まえて、投入（インプット）がどのように効率的に成果（アウトプット）に

転換されたかを検証・評価する。 

4) インパクト: 上位目標達成の見込みとプロジェクト実施によりもたらされる長期的・間接

的な効果や波及効果の有無を検証し判断する。 

5) 持続性: 政策・制度面、組織面、財務面、技術面の観点から、プロジェクト終了後、プロ

ジェクトで発現した効果がどのように定着・持続するかについて検証・評価する。 

2-2 評価の手順と方法 

本評価では準備作業として本プロジェクトに関する既存資料をレビューした上で、評価 5 項目に係

わる詳細な評価設問と評価指標・データ収集方法等を記述した評価グリッド案を作成した。その上で、

2010 年 7 月に改訂された最新の PDM（PDM2）に示されている指標を評価指標として活用して情報･

データの収集と分析を行った。（評価用 PDM については「M/M（Minutes of Meeting、以下、M/M）

Annex 1」を参照） 

より具体的には、以下の手順で本プロジェクトに関する情報・データの収集・分析を実施した。 

1）資料レビュー 
主な資料として以下のものを活用した。 

 事前評価調査協議議事録（2008 年 8 月 5 日）、事業事前評価表（2008 年 11 月 5 日）、討

議議事録（Record of Discussions（R/D）、2008 年 11 月 26 日）、運営指導調査資料（2010
年 3 月）等の JICA 資料 
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 PDM2、活動計画（Plan of Operations（P/O））等、プロジェクト基礎資料 

 委託先コンサルタントの業務完了報告書（各年次、和文）及びプログレス・レポート（各

年次、英文） 

 プロジェクト作成資料：専門家派遣実績データ、研修実績、供与機材リスト、本邦研修

参加者リスト、カウンターパート（以下、C/P）リスト等 

2）質問表調査 
評価グリッドの評価設問に基づいて日本人専門家向けと C/P 向けの 2 種類の質問表を作成し、

事前に配布した上で回収・分析した。日本人専門家の回答者数は 7 名で、C/P の回答者数は 11 名

である。 

3）面接調査 
評価グリッドの評価設問に基づいて、質問表への回答結果を基礎情報として、本プロジェクト

の活動、管理・運営状況、C/P への技術移転状況、本プロジェクトに係わる水道セクターの制度

や組織の現状について、日本人専門家、WAJ 本庁と 6 つの GWA の各 C/P、その他プロジェクト

関係者に対して、個別またはグループによる面接調査を行い、追加情報の収集と分析を行った（面

談者のリストは「付属資料 2．主要面談者」を参照）。 

4）現地踏査 
プロジェクトの現状と成果の達成状況を現地において把握・確認するため、本プロジェクトが

対象としている 6 つの GWA を訪問・視察し、上記面接調査を行うとともに、各 GWA の運営管

理状況や本プロジェクトによる技術移転状況、また一部については配水設備の状況等について確

認した。 
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第3章 プロジェクトの実績 

3-1 投入実績 

<日本側> 
（1）専門家派遣（「M/M Annex 3」を参照） 

プロジェクト開始から終了時評価までに合計 10 名の（短期）専門家（63.3M/M1）が、(1) チー

フアドバイザー/上水道計画、(2) 配水圧管理、(3) 配水管理/GIS/管網解析、(4) 機械設備/ポンプ

設計・運転、(5) 漏水調査・管理、(6) 住民啓発、(7) 業務調整、の分野で派遣された。 

（2）資機材の供与（「M/M Annex 4」を参照） 

終了時評価時点までに 11 万 7,500JD2（約 1,370 万円）の機材が供与された。 

（3）C/P の本邦研修（「M/M Annex 5」を参照） 

これまでに 17 名の C/P が本邦研修に参加した。内、5 名（WAJ 本庁を始めとするヨルダン水道

セクターの経営層人材）が2009年11月に給水装置工事事業者認定制度に係わる本邦研修を受け、

12 名（技術者層の WAJ 職員）が 2010 年 5 月に本邦研修を受けた。質問表・面接調査によると、

C/P の本邦研修は非常に高く評価されている。 

（4）現地業務費（「M/M Annex 6 (1)」を参照） 

JICA により終了時評価調査時点までに合計 17 万 7,400JD（約 2,080 万円）の現地業務費が投入

された。 

＜ヨルダン側＞ 
（1）C/P の配置（「M/M Annex 7」を参照） 

これまで、合計 40 名の WAJ 職員が本プロジェクトに C/P として参加した。終了時評価時点で

は 37 名の WAJ 職員が本プロジェクトの C/P として配置されている。その内、WAJ 本庁の職員が、

WAJ（マルカ）研修センターの 4 人の講師を含めて計 12 名、中部地域の職員が 9 名、南部地域の

職員が 16 名となっている。 

（2）施設・機材の提供 

ヨルダン側が、本プロジェクトが必要とする土地、建物、施設を提供している。 

（3）ローカルコスト（「M/M Annex 6 (2)」を参照） 
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る経費、運搬・在庫経費、施設と機材の修繕費用等をヨルダン側が負担している。 

                                                        
1 本文に記されている M/M（人/月）は 2011 年 1 月 31 日までの人/月を計算したものである。 
2 Jordan Dinnar（ヨルダン・ディナール、2011 年 3 月 10 日時点の為替レートは 1 JD = 約 117 円） 
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3-2 成果の達成状況 

3 つの成果（アウトプット）に係わる各指標の達成度は終了時評価時点で次の通りである。詳細は

添付の評価グリッド結果表に記載されている（「M/M Annex 8」を参照）。 

成果 1:  WAJ が所管する上水道事業体の配水ネットワーク管理能力が強化される。 

指 標 達成度 

1-1 WAJ 本庁と中部及び南

部 6 県から各 6 人の技術職

員（エンジニア、テクニシャ

ン、GIS オペレータ）が配

水ネットワーク管理の研修

を受ける。定められた頻度

で分析される。（達成） 

 2009 年 3 月に 6GWA それぞれで、各地の配水ネットワーク管

理の現状や課題に係わる討議と予備研修が実施された。各

セッションの平均参加人数は WAJ・GWA 当たり 9 名だった。

これらに続いて、2 回の技術ワークショップが中部と南部で開

催された。 
 予備研修とワークショップに基づいて、6 つのモジュールから

成る配水ネットワーク管理の研修コースが設計・実施された。

2010 年には延べ 386 名の技術職員が WAJ 本部と 6GWA から

研修に参加し、1 モジュール毎の平均参加人数は WAJ・GWA
当たり 9 名だった。 

1-2 各パイロット区間にお

いて配水システムの配水

圧が最適な状態にある。

（プロジェクト期間内に

達成見込み） 

 バルカ県フハイス地区（中部地方）とタフィーラ県サンファ

ハ・アルワイェム地区（南部地方）が 2 つのパイロット区画

として選定された。 
 同 2 カ所のパイロット区画で、配水ネットワーク管理

（DNM）・配水圧管理の OJT が実施されている。 
 バルカ GWA フハイス地区の水圧は 2010 年に最適化された。 
 配水圧管理活動と配水圧最適化を他の地域にも拡大するため

に、フハイス地区の知見・経験がまずタフィーラ県サンファ

ハ・アルワイェム地区に、またバルカ県の他地域にも 2011 年

に適用される予定である。 
1-3 各パイロット区間にお

ける無収水率が 20％以下

に減少、または、意欲的な

無収水対応策により達成

されたレベルから更に 5％
減少する。分析を行うこと

ができる。（プロジェクト

期間内に達成見込み） 

 配水圧管理対策による無収水削減達成状況を確認するため、

無収水調査（Water Balance Survey）がバルカ県フハイスで４回、

タフィーラ県サンファハ・アルワイェムで 3 回、実施された。 
 フハイス地区では 3 回目から 4 回目の調査にかけて無収水率

が 4.7%減少し、実施された配水圧対策の有効性を示している。 
 サンファハ・アルワイェム地区では第 1 回（ベースライン）

調査から第 2 回調査にかけて無収水率は 19.5%減少した。第 2
回と第 3 回の調査の間で減圧弁の設置・運用が試行されたが、

この期間に増加した漏水（第 3 回調査前に 7 カ所の新たな漏

水が発見されたが、選挙とイスラム長期休暇のイードのため

に修理ができなかった）が第 3 回調査での無収水率上昇を招

いたと考えられる。同時に、設置された減圧弁の機能的問題

によって 2010 年に予定されていた OJT は延期されている。 



 

3-3 

成果 1:  WAJ が所管する上水道事業体の配水ネットワーク管理能力が強化される。 

指 標 達成度 

1-4 配水ネットワーク管理

に係わるガイドラインが

作成される。（プロジェク

ト期間内に達成見込み） 

 「無収水削減のための配水ネットワーク管理」ガイドライン

の草案が 2010 年に策定された。 
 上記草案は 2011 年に見直しと英語とアラビア語（翻訳版）で

の最終編集が行われる予定で、その後、WAJ 本部と各 GWA
双方へ配布されることになる。 

全般的な達成度： 
上記の大部分の指標がほぼ達成されていることを踏まえると、減圧弁不調によるタフィーラ県サ

ンファハ・アルワイェム地区での OJT の遅れがあるものの、成果 1 はプロジェクト終了時までに

十分、達成されると見られる。 
研修コースとパイロット地区での OJT への参加を通じて、配水ネットワーク管理に係わる WAJ

職員の能力は強化された。配水ネットワーク管理の基本的かつ最重要の内容を含んでいる研修のモ

ジュール 1・2 で実施された試験結果によると、回答者の 70％以上が正答を出した。低配水圧によ

る適切な配水ネットワーク管理の計画と運用の重要性に係わる認識が、本庁と GWA 双方の WAJ
職員の間で大きく高まった。さらに、配水ネットワーク管理の研修テキストやガイドラインの策定

に関わることによって、成果 1 の活動自体が配水ネットワーク管理の能力を維持しノウハウを移転

していくための貴重なリソースを WAJ に提供している。 
 
成果 2:  給水管及び水道メーターの設置体制が整備される。 

指 標 達成度 

2-1 給水管及び水道メーター設

備に係わる設計及び施工管理

のガイドラインが作成され

る。（プロジェクト期間内に達

成見込み） 

 「給水管及び水道メーター設備に係わる設計及び施工管理

ガイドライン」の草案が 2010 年に策定された。 
 施工業者研修での試験活用とその後の見直しを経て、上記

草案は最終編集が行われ、その後、WAJ によって水道セク

ターのすべての関係者・機関に配布される。 

2-2 12 人の WAJ 技術職員（エ

ンジニア、テクニシャン）が

給水管及び水道メーター設備

を民間事業者に指導するため

の研修を受ける。（達成） 

 2010 年の 7 月（2 回）と 10 月の 3 度の研修機会に、合計

34 名の WAJ 職員が給水管及び水道メーター設備に係わる

研修を受講した。 
 マルカ研修所、バルカ、タフィーラ、カラク、マアンから

各 2名、ザルカとマダバから各 1名の計 12名の講師候補が、

2010 年 5 月に給水管及び水道メーター設備に係わる設計及

び施工管理の研修講師のための本邦研修に参加した。 
 本邦研修の参加者と、2010 年 7 月に実施された上記研修で

成績優秀だった WAJ 職員の中から 13 名の候補者が 2010年
10 月に講師のための 3 日間研修を受講した。当該研修にお

いて評価試験に合格した 4 名が研修講師として指名され

た。これらの講師は WAJ 職員のための第 3 回研修に参加し

て、一部の講義を実施した。 
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成果 2:  給水管及び水道メーターの設置体制が整備される。 

指 標 達成度 

2-3 給水管及び水道メーター設

備の研修カリキュラムが作成

される。（達成） 

 日本側供与の資機材をどのようにして活用するかについて

の、給水管及び水道メーター設備の研修用の教本と教材が

作成された。 

2-4 民間事業者認定に係わる規

程及び手続きの草案が作られ

る。（達成） 

 「民間事業者認定に係わる規程及び手続き」の最終草案が、

英語とアラビア語の両方で作成された。 
 上記草案は WAJ 総裁と他の関係機関（職業訓練センター、

ミヤフナ社、施工業者協会等）による確認を得ている。 
 草案でない「規程及び手続き」の最終版が 2011 年の早い段

階で発行される計画である。発行に続き 2011 年 3 月に、関

係政府機関、施工業者、その他関係者が参加する全国規模

のワークショップが開かれ、認定制度の公式な発足が通知

されることになっている。第 1 回の公式な施工業者研修は

2011 年 6 月または 7 月に実施予定である。 

全般的な達成度： 
上記の指標の達成状況とプロジェクト実施状況を踏まえると、本プロジェクト終了時までに成果

2 の達成見込みは高い。 
必要な文書と材料がすべて適切に作成され、複数の WAJ 職員が十分に能力を高め、給水管及び

水道メーター設備に係わる設計及び施工管理の研修を実施できるようになった。さらに、WAJ の

人々と専門家の努力によって、給水管及び水道メーター設備に係わる設計及び施工管理に係わる認

定制度の確立と公式な発足が実現することになったが、これは期待以上の成果であり、将来的に大

規模な本プロジェクトによるインパクトをもたらすことになろう。 

 

成果 3:  無収水対策に係る WAJ と住民との関係が強化される。 

指 標 達成度 

3-1 水道事業体が住民意識向上

活動を実施するために役立つ

ツールが作成される。（達成） 

 水道事業体が住民意識向上活動を実施するために役立つ以

下のツールが作成された。 
(a) ガイドブック（Water Awareness Guidbook、850 部） 
(b) パンフレット（Public Awarenss Brochure、25,000 部） 
(c) マグネットステッカー（5,000 個） 
(d) 節水用器材（4,000 個） 

 ガイドブック、パンフレット、ステッカーには節水に係わ

るメッセージと各県における水道事業体とコールセンター

の連絡先が記載されている。 

3-2 中部及び南部の県の各水道

施設が住民意識向上プログラ

ムを実施する。（プロジェクト

期間内に達成見込み） 

 2009 年 7 月に WAJ 本庁に設立された住民啓発課（Public 
Awareness Unit: PAU）によって 3 つの住民意識向上プログ

ラムが設計された。 
 WAJ の組織改編に伴い PAU が解散してからは、バルカ、ザ



 

3-5 

成果 3:  無収水対策に係る WAJ と住民との関係が強化される。 

指 標 達成度 

 ルカ、マダバ、カラクで上記 3 つのプログラムをすべて実

施し、タフィーラは女性組織プログラムと学校プログラム

の 2 つに特化することとした。 
 バルカ、ザルカ、カラクの GWA では、宗教指導者プログ

ラムの下で、合計 125 名が参加したワークショップをそれ

ぞれ実施した。 
 マアンを除く 5 つすべての GWA で、女性組織プログラム

の下で合計 91 名が参加したワークショップを実施した。 
 上記のワークショップでは、ガイドブックやその他住民啓

発資料が参加者に配布された。 
 2010 年 7 月から 2011 年 2 月の間、マアン GWA の経営管理

がアカバ水道会社（AWC）に移管され、その間、マアンで

は住民意識向上プログラムが実施されなかった。しかし、

プロジェクト残り期間において、計画・実施されることが

期待される。 
 学校プログラムの下での住民啓発活動はまだ実施されてい

ない。しかし、ザルカとタフィーラのコーディネーターが

現在、その実施を調整中である。 

3-3 WAJ と共同で住民意識向上

プログラムを実施した 7 割以

上の組織が、将来的にも WAJ
と協力して住民意識向上プロ

グラムを実施することを約束

する。（達成） 

 マアンを除く 5 県の宗教指導者プログラム・ワークショッ

プに参加した宗教指導者達はガイドブックに記載されてい

る水課題の話を彼ら自身の宗教プログラムで議論すること

を約束した。 
 カラクでは 2 度目のワークショップ以降、コーディネー

ターが女性宗教指導者より 15 の活動報告を受け取った。そ

れによれば、彼らは 60 のモスクで 300 人の信者が参加する

住民啓発活動を行い、ガイドブックの内容を議論した。 

3-4 ベースライン意識調査結果

と比較して、プロジェクト地

域における無収水に関する消

費者意識が向上する。（2011
年 3～4 月に実施予定のフォ

ローアップ調査において確認

予定） 

 ベースライン意識調査が 2009 年 7 月に実施された。 
 教育省との協力に係わる WAJ の努力によって、プロジェク

トは現在、全国で使用されている 9 年生と 10 年生の教科書

に無収水に関連する内容と写真を含めることに成功した。 
 さらに、水資源、水需給、無収水等のヨルダン水事情に関

するパンフレットの開発に、大手電話会社の Zain がスポン

サーになることとなり、パンフレットは現在、Zain 店舗で

配布されている。 
 終了時評価時点までにフォローアップ調査は実施されてい

ないため、ベースライン意識調査と比較して消費者意識が

向上したかどうかは、終了時評価時点では判断できない。 
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成果 2:  給水管及び水道メーターの設置体制が整備される。 

指 標 達成度 

2-3 給水管及び水道メーター設

備の研修カリキュラムが作成

される。（達成） 

 日本側供与の資機材をどのようにして活用するかについて

の、給水管及び水道メーター設備の研修用の教本と教材が

作成された。 

2-4 民間事業者認定に係わる規

程及び手続きの草案が作られ

る。（達成） 

 「民間事業者認定に係わる規程及び手続き」の最終草案が、

英語とアラビア語の両方で作成された。 
 上記草案は WAJ 総裁と他の関係機関（職業訓練センター、

ミヤフナ社、施工業者協会等）による確認を得ている。 
 草案でない「規程及び手続き」の最終版が 2011 年の早い段

階で発行される計画である。発行に続き 2011 年 3 月に、関

係政府機関、施工業者、その他関係者が参加する全国規模

のワークショップが開かれ、認定制度の公式な発足が通知

されることになっている。第 1 回の公式な施工業者研修は

2011 年 6 月または 7 月に実施予定である。 

全般的な達成度： 
上記の指標の達成状況とプロジェクト実施状況を踏まえると、本プロジェクト終了時までに成果

2 の達成見込みは高い。 
必要な文書と材料がすべて適切に作成され、複数の WAJ 職員が十分に能力を高め、給水管及び

水道メーター設備に係わる設計及び施工管理の研修を実施できるようになった。さらに、WAJ の

人々と専門家の努力によって、給水管及び水道メーター設備に係わる設計及び施工管理に係わる認

定制度の確立と公式な発足が実現することになったが、これは期待以上の成果であり、将来的に大

規模な本プロジェクトによるインパクトをもたらすことになろう。 

 

成果 3:  無収水対策に係る WAJ と住民との関係が強化される。 

指 標 達成度 

3-1 水道事業体が住民意識向上

活動を実施するために役立つ

ツールが作成される。（達成） 

 水道事業体が住民意識向上活動を実施するために役立つ以

下のツールが作成された。 
(a) ガイドブック（Water Awareness Guidbook、850 部） 
(b) パンフレット（Public Awarenss Brochure、25,000 部） 
(c) マグネットステッカー（5,000 個） 
(d) 節水用器材（4,000 個） 

 ガイドブック、パンフレット、ステッカーには節水に係わ

るメッセージと各県における水道事業体とコールセンター

の連絡先が記載されている。 

3-2 中部及び南部の県の各水道

施設が住民意識向上プログラ

ムを実施する。（プロジェクト

期間内に達成見込み） 

 2009 年 7 月に WAJ 本庁に設立された住民啓発課（Public 
Awareness Unit: PAU）によって 3 つの住民意識向上プログ

ラムが設計された。 
 WAJ の組織改編に伴い PAU が解散してからは、バルカ、ザ
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成果 3:  無収水対策に係る WAJ と住民との関係が強化される。 

指 標 達成度 

全般的な達成度： 
宗教指導者プログラムと学校プログラムの下で住民啓発活動が実施され、無収水削減に係わる

WAJ と住民との関係が強化された。 
さらに、WAJ の努力で教育省との効果的な協力・協働が行われ、全国で使用される 9 年生と 10

年生の教科書に無収水に関連する内容と写真を載せたことは大きな成果であり、本プロジェクトの

継続的かつ中期的な正のインパクトを発現していくことが期待される。 
2010 年 3 月の WAJ の組織再編による PAU の解散で住民啓発活動の仕組みが中断することが無

ければ、成果 3 の達成度はさらに高まっていたことだろう。PAU 解散は住民啓発活動に係わるリー

ダーシップとガイダンスを消滅されることになり、県レベルでの具体的活動の停滞を招いた。しか

し、住民意識向上活動の全体責任が各 GWA、特に住民啓発コーディネーターに移管されたことで、

プロジェクトは同活動実施を再活性化している。 
フォローアップ調査はまだ行われていないが、5 つの GWA での住民啓発活動や教育省との協力

によって、無収水を含めた水の課題に係わる住民意識啓発を実施している。さらに、Zain による

活動が本プロジェクトによる努力を補完することに貢献している。結論として、成果 3 はプロジェ

クト終了までにほぼ達成される見通しである。 
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3-3 プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標：  WAJ の予防的無収水対策能力が向上する。 

指 標 達成度 

1. 中部及び南部 6 県の各

GWA において、プロジェ

クト研修をもとに、予防

的無収水を意欲的に実

施するための現実的な

活動計画が作成される。

（プロジェクト期間内

に達成見込み） 

 県毎のアクションプランを作成するためのワークショップ

が、マアンを除くすべての県関係者に対して 2010 年 11 月 24
日に行われた。マアン県についても実施予定である。 

 ワークショップでは、所長、エンジニア、住民啓発コーディ

ネーター等の各 GWA からの参加者が、実施されている無収

水対策や職員の能力をレビューした上で、5 ヵ年中期計画に

おける 2011 年 1 月から 2012 年 12 月までの 2 年間の活動計画

（アクションプラン）の草稿を作成した。 
 今後、各 GWA によってアクションプラン最終版が作成され、

2011 年 3 月に予定される次のワークショップで発表される。 

2. 6 県において、活動計画

を実現するための手順

がプロジェクトで作成

された 3 つのガイドライ

ン（無収水削減全般、配

水ネットワーク管理、給

水管や水道メーターの

設備）を参考に、各 GWA
の職員により見直され

る。（達成） 

 策定・実施されたアクションプランの最初の評価が 2011 年 6
月に行われる計画である 

 「無収水削減のための配水ネットワーク管理ガイドライン」

と「給水管及び水道メーター設備に係わる設計及び施工管理

ガイドライン」の 2 つのガイドラインがプロジェクトによっ

て策定された。 
 フェーズ 1 プロジェクトで策定された「全般的な無収水削減」

に係わるガイドラインが、アクションプランのレビューを行

う際に活用される予定である。 

3. WAJ 本庁は、予防的無収

水削減対策を実施する仕

組みを構築し、GWA に普

及する。（プロジェクト期

間内に達成見込み） 

 2010 年の WAJ 再編後、各 GWA が住民啓発活動を含めた予防

的無収水削減対策の計画・実施に責任を持つ体制となった。

本プロジェクトは「アクションプラン」策定を通じて 6GWA
による無収水削減対策の全般的な計画能力を強化した。 

 本プロジェクトで作成された無収水削減のためのより詳細

なアクションプランによって、無収水削減とその予防的対策

の双方に係わる認識は WAJ 内部で大きく高まった。各 GWA
は計画された具体的対策を WAJ の通常の予算策定プロセス

に反映すると同時に、WAJ の経営トップ層はアクションプラ

ン上の対策を実現するための努力を払っていく必要がある。 

全般的な達成度： 
上記のプロジェクト目標に係わる指標と 3 つの成果に係わる指標の達成状況を踏まえると、プ

ロジェクト目標は、本プロジェクト終了までに概ね達成される見込みである。 
パイロット区画で得られた教訓、本プロジェクトで策定された様々なガイドラインと研修教

材、職員の能力を向上させるために実施された研修等を通して、予防的無収水対策を実施する
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成果 3:  無収水対策に係る WAJ と住民との関係が強化される。 

指 標 達成度 

全般的な達成度： 
宗教指導者プログラムと学校プログラムの下で住民啓発活動が実施され、無収水削減に係わる

WAJ と住民との関係が強化された。 
さらに、WAJ の努力で教育省との効果的な協力・協働が行われ、全国で使用される 9 年生と 10

年生の教科書に無収水に関連する内容と写真を載せたことは大きな成果であり、本プロジェクトの

継続的かつ中期的な正のインパクトを発現していくことが期待される。 
2010 年 3 月の WAJ の組織再編による PAU の解散で住民啓発活動の仕組みが中断することが無

ければ、成果 3 の達成度はさらに高まっていたことだろう。PAU 解散は住民啓発活動に係わるリー

ダーシップとガイダンスを消滅されることになり、県レベルでの具体的活動の停滞を招いた。しか

し、住民意識向上活動の全体責任が各 GWA、特に住民啓発コーディネーターに移管されたことで、

プロジェクトは同活動実施を再活性化している。 
フォローアップ調査はまだ行われていないが、5 つの GWA での住民啓発活動や教育省との協力

によって、無収水を含めた水の課題に係わる住民意識啓発を実施している。さらに、Zain による

活動が本プロジェクトによる努力を補完することに貢献している。結論として、成果 3 はプロジェ

クト終了までにほぼ達成される見通しである。 
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プロジェクト目標：  WAJ の予防的無収水対策能力が向上する。 

指 標 達成度 

WAJ の総合的な能力は大きく向上した。新たに策定された、給水管及び水道メーター設備に係わ

る設計及び施工管理に係わる認定制度は、無収水削減問題に係わる WAJ の向上した能力の結果

によるものである。マアンを除くすべての GWA で5ヵ年中期計画の下での2年間のアクションプ

ランが策定され、実行されようとしている。 
同時に、本プロジェクトのインパクトを拡大し持続性を向上させるためには、各 GWA が作成

したアクションプランに基づく具体的な無収水削減対策の実行が促進されるように、WAJ 本庁が

明確な組織メカニズムを検討・確立するとともに、プロジェクトの成果をミヤフナ、アルヤルムー

ク（NGWA）、AWC 等の他の水道事業体に対しても普及していくことが求められている。 
 

3-4 実施プロセス 

「活動計画（Plan of Operations: PO、「M/M Annex 2」を参照）」に沿って、本プロジェクトは概ね

効果的に実施されてきた。当初 PDM（PDM0）上の指標（OVI）の詳細がプロジェクト初期段階で明

確に定義され PDM1 となった。2010 年初めの WAJ 組織再編を受けて、PDM 改訂が議論され、2010
年 7 月に開催された第 2 回合同調整委員会（Joint Coordination Committee: JCC）でヨルダン、日本側

双方によって合意されて現在の PDM2が承認された。 

本プロジェクトの効果的な実施に貢献した主な要因は以下のようなものである。 

(1) OJT、教室での研修やワークショップ、本邦研修等の様々な技術移転方法が適切に採用され組

み合わされたことで、WAJ 職員が理論と実践の両面で予防的無収水対策を理解できた。 

(2) プロジェクトでの知見が C/P やプロジェクト関係者の間で効果的に共有された。プロジェクト

活動での知見について議論する機会が会議、ワークショップ、研修等の場でタイムリーに提供

された。 

(3) WAJ 本庁と各 GWA との間の技術面でのコミュニケーションや相互理解は、WAJ の伝統的な組

織行動様式の下では密ではなかったが、配水ネットワーク管理向上面ではこれらが非常に重要

になる。本プロジェクトでの能力強化活動は、WAJ 本庁と各 GWA の間のより円滑なコミュニ

ケーションとパートナーシップを強化する形で実施された。 

(4) プロジェクト活動が現場の実際の状況に合う形で、適切に修正された。たとえば、配水ネット

ワーク管理研修のモジュール 3（EPANET を用いた水理モデルの作成と解析）やモジュール 4
（GIS データを用いた配水ネットワークの改善の検討）は受講者の高いレベルの能力を要求す

る。固定したモジュールの内容を全員に教えるのでなく、各 GWA の研修ニーズ、時間制約、

GWA 職員の既存能力、モジュール参加者の人数等の要因によって、研修の詳細内容が柔軟に運

用された。 

(5) 民間事業者認定に係わる規程及び手続きに係わる技術審議会（作業委員会）が組織され、ミヤ

フナ、アルヤルムーク（NGWA）、AWC 等の他の水道事業体や、民間セクターから複数の施工

業者が積極的に参加して効果的に機能した。 

他方、プロジェクト実施上の主要な阻害要因は 2010 年初めの WAJ 組織再編によって生じたプロ

ジェクトの実施・管理体制の変更だった。当初のプロジェクト設計においては、プログラム・マネジ

メント・ユニット（PMU）の無収水部長がプロジェクトの管理運営と技術面に責任を有するプロジェ
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クト・マネージャーとして配置されていた。しかし、組織再編によって PMU は解散し3、プロジェク

トの管理運営責任の所在が不明確となった。住民意識向上活動を計画・実施するための住民啓発課

（PAU）が 2009 年 7 月に WAJ 本庁に創設されたが、これも組織再編によって解散した。 

ヨルダン側と日本側の間での協議の結果、2010 年 4 月 6 日付の WAJ 総裁レターによって、プロジェ

クト当初からのプロジェクト・マネージャーが、その任に留まってプロジェクトの全体管理を行いつ

つ、WAJ 技術部が責任部署として指名された。プロジェクト・マネージャーは、各 GWA によって実

施されることになる住民啓発活動の調整の責任も付与された。これらの変更は 2010 年 7 月 18 日に開

催された第 2 回 JCC で議論され、その合意内容に沿って PDM1 が PDM2に改訂することが合意され

た。 

2010 年 7 月には、閣議決定によってマアン GWA の管理運営が AWC に突然、移管された。プロジェ

クトではマアン GWA の WAJ 職員に対する能力向上活動も実施し、2010 年 7 月までには本邦研修を

含めて、多くのマアン GWA 職員がプロジェクトの研修活動に参加していた。しかし、AWC 経営陣

の判断によって、それ以降、マアン GWA 職員の本プロジェクト下での研修への参加はできなくなっ

た。それにより、この時期に集中的に実施が調整された住民啓発活動を中心としてマアン県でのプロ

ジェクト活動に遅れや後退が生じた。しかし、何らかの理由によって、マアン GWA は 2011 年 2 月

に WAJ 本庁の管轄下に戻ってきた。本プロジェクトの残り期間において、マアン県でのプロジェク

ト活動の計画・実施が再開されることになる見通しである。 

                                                        
3 より正しく言うと、「解散」ではなく「改編」であり、再編後、PMUはProject Monitoring Unitと名称変更し、1名の部長だけが在
籍して株式会社化された水道事業体を始めとする各種プロジェクトのモニタリングを行っている。 
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プロジェクト目標：  WAJ の予防的無収水対策能力が向上する。 

指 標 達成度 

WAJ の総合的な能力は大きく向上した。新たに策定された、給水管及び水道メーター設備に係わ

る設計及び施工管理に係わる認定制度は、無収水削減問題に係わる WAJ の向上した能力の結果

によるものである。マアンを除くすべての GWA で5ヵ年中期計画の下での2年間のアクションプ

ランが策定され、実行されようとしている。 
同時に、本プロジェクトのインパクトを拡大し持続性を向上させるためには、各 GWA が作成

したアクションプランに基づく具体的な無収水削減対策の実行が促進されるように、WAJ 本庁が

明確な組織メカニズムを検討・確立するとともに、プロジェクトの成果をミヤフナ、アルヤルムー

ク（NGWA）、AWC 等の他の水道事業体に対しても普及していくことが求められている。 
 

3-4 実施プロセス 

「活動計画（Plan of Operations: PO、「M/M Annex 2」を参照）」に沿って、本プロジェクトは概ね

効果的に実施されてきた。当初 PDM（PDM0）上の指標（OVI）の詳細がプロジェクト初期段階で明

確に定義され PDM1 となった。2010 年初めの WAJ 組織再編を受けて、PDM 改訂が議論され、2010
年 7 月に開催された第 2 回合同調整委員会（Joint Coordination Committee: JCC）でヨルダン、日本側

双方によって合意されて現在の PDM2が承認された。 

本プロジェクトの効果的な実施に貢献した主な要因は以下のようなものである。 

(1) OJT、教室での研修やワークショップ、本邦研修等の様々な技術移転方法が適切に採用され組

み合わされたことで、WAJ 職員が理論と実践の両面で予防的無収水対策を理解できた。 

(2) プロジェクトでの知見が C/P やプロジェクト関係者の間で効果的に共有された。プロジェクト

活動での知見について議論する機会が会議、ワークショップ、研修等の場でタイムリーに提供

された。 

(3) WAJ 本庁と各 GWA との間の技術面でのコミュニケーションや相互理解は、WAJ の伝統的な組

織行動様式の下では密ではなかったが、配水ネットワーク管理向上面ではこれらが非常に重要

になる。本プロジェクトでの能力強化活動は、WAJ 本庁と各 GWA の間のより円滑なコミュニ

ケーションとパートナーシップを強化する形で実施された。 

(4) プロジェクト活動が現場の実際の状況に合う形で、適切に修正された。たとえば、配水ネット

ワーク管理研修のモジュール 3（EPANET を用いた水理モデルの作成と解析）やモジュール 4
（GIS データを用いた配水ネットワークの改善の検討）は受講者の高いレベルの能力を要求す

る。固定したモジュールの内容を全員に教えるのでなく、各 GWA の研修ニーズ、時間制約、

GWA 職員の既存能力、モジュール参加者の人数等の要因によって、研修の詳細内容が柔軟に運

用された。 

(5) 民間事業者認定に係わる規程及び手続きに係わる技術審議会（作業委員会）が組織され、ミヤ

フナ、アルヤルムーク（NGWA）、AWC 等の他の水道事業体や、民間セクターから複数の施工

業者が積極的に参加して効果的に機能した。 

他方、プロジェクト実施上の主要な阻害要因は 2010 年初めの WAJ 組織再編によって生じたプロ

ジェクトの実施・管理体制の変更だった。当初のプロジェクト設計においては、プログラム・マネジ

メント・ユニット（PMU）の無収水部長がプロジェクトの管理運営と技術面に責任を有するプロジェ
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第4章 評価 5 項目による評価結果 

4-1 妥当性 

本プロジェクトの総合的な妥当性は「高い」と評価する。 本プロジェクトはヨルダン政府の政策

上の重点施策、ターゲット・グループの開発ニーズ、我が国の政府開発援助（ODA）政策及び対ヨ

ルダン国別援助政策との整合性が取れている。 

（1）ヨルダン政府の開発政策との整合性 
ヨルダン政府は「ヨルダンの水戦略（Water for Life: Jordan’s Water Strategy 2008-2022）」におい

て、無収水率を 25％に抑え、その内、技術的ロスを 15％以下とすることを目標としている。同戦

略によれば、ヨルダンの現在の無収水率は多くの地域において 50％を超えている。「水供給シス

テム再生（水道メーター改善を含む）、運転最適化、管理運営とネットワークの再編」がこの目標

達成のために必要とされている。 

（2）ターゲット・グループの開発ニーズとの整合性 
ヨルダンは水資源の乏しい国である。同国の給水原単位は 2009 年で 145m3 であり、年間 500m3

とされる国際的な水貧困ラインを大きく下回っている。全土で時間給水と水供給制限が行われて

おり、ヨルダン国民の安全と生活の質、国全体の経済・産業の潜在的な成長に深刻な影響を与え

ている。水不足の問題は、2009 年に 44％に達した高い無収水率によっても増幅されている。フェー

ズ 1 プロジェクトにおいて基礎的・対症療法的な無収水削減対策に係わる WAJ の能力向上が行わ

れたが、無収水をより効果的、効率的に削減するためには予防的無収水対策に係わる WAJ の能力

向上が必要かつ重要な課題となっていた。 

（3）日本の ODA 政策との整合性 
我が国の対ヨルダン ODA 政策では、(a) 自立的・持続的経済成長を実現するための基盤整備、

(b) 貧困削減と社会的格差の是正、(c) 和平推進と地域間協力、を 3 つの重点分野としている。水

資源の有効活用・管理は、第 1 の重点分野である「自立的・持続的経済成長を実現するための基

盤整備」の中の重要課題として位置付けられている。 

（4）日本の経験・技術優位性との整合性 
我が国はヨルダンにおける水セクターにおける主要ドナーの一つであり、無償資金協力と技術

協力プロジェクトの両面で水供給能力向上分野の支援を行ってきた。本プロジェクトは無収水削

減に係わる第 1 フェーズプロジェクトと並んで、それらの支援の延長線上にあるものと位置付け

られる。本プロジェクトはフェーズ 1 プロジェクトで強化された無収水削減に係わる WAJ の能力

のさらなる強化を図るものである。日本と JICA は多くの国々で無収水削減分野での技術的優位

性と協力の経験を蓄積してきており、日本水道協会等の数多くの技術的支援組織やリソースを有

している。 

4-2 有効性 

プロジェクト終了までにプロジェクト目標が達成される見通しは高く、本プロジェクトの有効性
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は「中程度」である。 

（1）プロジェクト目標の達成見込みと程度 
「3-3 プロジェクト目標の達成見込み」で記述したように、プロジェクト目標の達成度を測る 3

つの指標は概ね達成されている。マアンを除く 5 つの GWA による 2 年間のアクションプランが

策定中であり、アクションプランのレビューに必要な 3 つのガイドラインすべてが用意されてい

る。パイロット区画で得られた教訓、本プロジェクトで策定された様々なガイドラインと研修教

材、職員の能力を向上させるために実施された研修等を通して、予防的無収水対策を実施する

WAJ の総合的な能力は大きく向上した。新たに策定された、給水管及び水道メーター設備に係わ

る設計及び施工管理に係わる認定制度は、無収水削減問題に係わる WAJ の向上した能力の結果に

よるものである。住民啓発活動と、発足する認定制度の下での給水管及び水道メーター設備の施

工管理に係わる施工業者向けの研修のさらなる実施が、プロジェクト目標の達成度を高めるため

には必要である。 

（2）プロジェクト目標達成の貢献要因 
プロジェクト目標達成に貢献した主な要因は、ヨルダンにおける無収水問題解決の重要性の高

さであり、その存在が WAJ 内外のヨルダン側プロジェクト関係者の間に高いコミットメントをも

たらし、住民意識向上活動における宗教指導者や教育省に代表される、社会の効果的な協力を得

ることができた。WAJ の高いレベルのコミットメントの一例は、給水管及び水道メーター設備の

施工管理に係わる研修のためにマルカ研修センターを改装するという積極的な対応が取られたこ

とにも現れている。同研修センターは 1994 年の建設以来、一度も改装されたことがなかったが、

発足する施工業者認定制度の下で民間施工業者からの研修生を受け入れる準備として WAJ は研

修センター施設を改修した。 

（3）プロジェクト目標達成の阻害要因 
2 つの要因がプロジェクト目標達成の上での主な阻害要因となった。 

第 1 に、「3-4 実施プロセス」の項で記述したように、2010 年 3 月の WAJ 組織再編が特に成果 3
の部分を中心に、プロジェクト活動の実施を遅延させた。WAJ 本部住民啓発課（PAU）解散後も、

いくつかの GWA では住民啓発コーディネーターが住民意識向上活動を継続したが、予算措置を

含めた支援やガイダンスが無く、活動を効果的に実施することは困難だった。 

第 2 に、2010 年 7 月にマアン GWA の運営管理が AWC に移管されたことに伴い、本プロジェ

クトはマアンへの技術移転を中断しなければならかった。2010 年 7 月以来、マアンの C/P は本プ

ロジェクトのいかなる活動にも参加することができなくなった。2010 年 10 月の給水管及び水道

メーター設備の施工管理に係わる研修の講師向け研修や住民啓発活動、県毎のアクションプラン

策定等の活動がこれに当たる。 

以上に加えて、あまり重大な問題ではないが、パイロット地区に設置された減圧弁の不調によっ

てプロジェクト活動の実施に遅延が生じている。減圧弁の到着が遅れた上、タフィーラで設置さ

れた減圧弁が、配水圧が高まる際の減圧を適切に行うことができなかった。弁製造会社が現在、

不調の原因を究明中である。 
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4-3 効率性 

本プロジェクトの効率性は「中程度」と判断される。投入は、3 つすべての成果達成に適切に転換

されている。しかし、WAJ 組織とプロジェクト実施体制の双方における変更に代表されるいくつか

の阻害要因が効率性を低下させた。 

ヨルダン・日本側双方の投入が、ほぼ適切に 3 つの成果とプロジェクト目標の達成に転換されてい

る。10 名の専門家派遣、17 名のヨルダン側 C/P の本邦研修、現地業務費と限定的な規模の機材供与

が、期待されたレベルの成果を発現させるために適切に実施された。本邦研修では、給水装置工事事

業者認定制度に係わる技術審議会のメンバー5 名が日本における同制度の枠組みや実際の運用につ

いての知識と経験に関する研修を受けた。また、研修講師候補として選定された 12 名の C/P が実際

の施工工事に係わる研修を受け、これらは当該分野において期待された成果の達成に直接、結びつい

た。専門家派遣と本邦研修が効果的に調整され、本プロジェクトに参加している専門家達が積極的に

本邦研修にも参加して、プロジェクトの効率性向上に貢献した。 

ヨルダン側では WAJ が 30 名以上の職員、マルカ研修センターの改装を含めたプロジェクト実施に

必要な建物・施設と現地経費を提供してきている。 

教育省との効果的協力や、スリランカ等他国での JICA 無収水関連プロジェクトとのいくつかの協

力・連携があった。さらに、パレスチナ、イエメン、イラクの人材に対する第三国研修が本プロジェ

クトでの成果を活用してマルカ研修センターで実施された。また、本プロジェクトが WAJ 職員の間

で無収水削減対策に係わる理論的・実践的な能力を強化したことで、彼らが今後、現在または将来、

実施予定の多くの他のドナー支援プロジェクトにおいて、これら向上した能力と経験を効果的に活用

していくことが期待されている。 

プロジェクト目標の達成を阻害する2つの主要な要因として、2010年3月のWAJの組織再編と2010
年 7 月のマアン GWA 経営管理の AWC への移管があり、これらも本プロジェクトの効率性低下をも

たらした。また、WAJ 組織内での所長や技術者の頻繁な異動は特定人材に対する継続的な技術移転

を困難にし、結果として本プロジェクトの効率性を一定程度、阻害する要因となった。 

4-4 インパクト 

本プロジェクトは大きなインパクトを発現する十分な可能性を有している。本プロジェクトは

WAJ 本部と GWA の双方において、効果的な人材育成と、無収水削減のための対症療法的及び予防

的な両方の対策に関する認識を高めてきており、上位目標の達成見込みはかなり高いと見込まれる。 

（1）上位目標達成の見込み 
上位目標： 「ヨルダン水道事業体の無収水（NRW）が減少する。」 
上位目標の指標： ヨルダン全国の無収水率が毎年 2％以上減少する。 

 
ヨルダン全国レベルの無収水率は 40％を少々、超える水準で近年、特に減少していないことか

ら、WAJ が目指す将来にわたる不断の改善について、あまり期待しすぎることは禁物である。し

かし、フェーズ 1 プロジェクト以来、蓄積された能力向上努力の結果、本プロジェクトにおいて

は無収水削減に係わる対症療法的及び予防的な双方の基礎技術を高めることに成功している。本
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は「中程度」である。 
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つの指標は概ね達成されている。マアンを除く 5 つの GWA による 2 年間のアクションプランが

策定中であり、アクションプランのレビューに必要な 3 つのガイドラインすべてが用意されてい
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材、職員の能力を向上させるために実施された研修等を通して、予防的無収水対策を実施する
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プロジェクトが WAJ 職員の間で無収水削減対策に係わる理論的・実践的な能力を強化したことで、

彼らが今後、現在または将来、実施予定の多くの他のドナー支援プロジェクトにおいて、これら

向上した能力と経験を効果的に活用していくことが期待される。これが実現するようであれば、

同国の無収水率を安定的に低減することにつながるだろう。しかし、その実現可否は本プロジェ

クトの持続性を確保・増加させていくための WAJ のコミットメント如何に完全に依存している。 

（2）その他のインパクト 
本プロジェクトは、WAJ を他国の関係者が教訓を学べる無収水削減に係わる研修拠点（ハブ）

の中心機関として確立させるという点でも貢献した。本プロジェクトは無収水削活動を実施して

いく上での様々なガイドライン、教材、講義用ハンドアウト、パンフレットを整備した。これら

の資料は英語とアラビア語の双方で用意されており、各国の個別事情に応じた修正を加えれば、

他の英語圏、アラビア語圏の国々で十分に活用できるものである。 

本プロジェクトは、住民啓発活動において教育省や 6 県の様々な社会組織と効果的な協力を

行ってきており、ヨルダンの若者や様々な地域住民に対して一定の社会的・経済的インパクトを

もたらす可能性がある。4 

4-5 持続性 

本プロジェクトの持続性は中程度だが、不確実性があると評価する。制度的・技術的観点からは

比較的、持続的だと思われるが、WAJ の組織面・財務面の仕組みについて今後、対応策を検討・明

確化していくことが、総合的な持続性確保のために必要である。 

（1）制度面 
「ヨルダンの水戦略（Water for Life: Jordan’s Water Strategy 2008-2022）」において、ヨルダン政

府は 2022 年までに無収水率を 25％に削減することを目標としており、同国政府による無収水削

減対策に関する支援は継続することが見込まれる。 

本プロジェクトの成果として給水管及び水道メーター設備に係わる設計及び施工管理に係わる

認定制度が公式に発足しようとしており、無収水削減に係わるこの新たに構築された制度が、政

府による無収水削減に係わる一層の政策促進の追い風になるかもしれない。 

WAJ 本庁は全国の顧客から苦情を受け付けるコールセンターを開設した。しかしながら、本プ

ロジェクトで作成したガイドラインに基づいて、国全体で無収水対策が適切に実施されているか

どうかをどのようにして確認し、必要に応じて本プロジェクトが直接、対象としなかった他の水

道事業体に対してどのようにして助言を与えていくかにいくかについての効果的なモニタリン

グ・メカニズムという観点からは、新たな組織構造の下で本プロジェクトの成果がいかにして活

用されていくかの道筋は明確でない。 

                                                        
4 上記のインパクトの他に、パイロット区画のフハイスで試験的に実施された低配水圧での配水ネットワーク管理が

より広い地域で実施されることによって、漏水量削減による無収水率低減のほかに、① 配水インフラの破損リス

ク軽減と長期的な維持管理コストの低減、② 配水圧低下に伴うポンプ等の機械インフラへの負荷軽減と消費電力

量（及び電力コスト）の低減、等が、本プロジェクトによる間接的インパクトとして期待される。 



 

4-5 

（2）組織面 
現在、各 GWA が、それぞれの方針と本プロジェクトで作成されたアクションプランに基づい
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する予算規模を有する一方、終了時評価の質問表・面接調査では、GWA が無収水削減対策に関し

て不十分な予算額しか確保できないという問題を恒常的に抱えているとする声が多数あった。

WAJ は 2009 年の 9,410 万 JD の赤字に代表されるように、連結ベースで恒常的に純損失を計上し

てきている。本プロジェクトで策定されたアクションプランに基づく継続的な無収水削減対策を
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努力が必要である。 

（4）技術面 
本プロジェクトは無収水削減活動を実施する WAJ 職員の能力を強化し、一層の能力強化を進め

るために必要なガイドラインや研修教材を作成した。本プロジェクトによって、無収水削減に係

わる一定の質の能力を有する職員が十分な数、育成されたものの、頻繁な人事異動を行う WAJ
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2005 年から 2008 年にかけて実施されたフェーズ 1 プロジェクトで開発・蓄積された知識と経験を

活かして、予防的無収水対策に係わる WAJ の能力向上を目指す本プロジェクトが 2009 年 2 月に開始

されてからほぼ 2 年が経過した。プロジェクト終了までに PDM2で定義された 3 つの成果とプロジェ

クト目標はほぼ達成される見通しである。プロジェクト実施面では、当初期間を中心にいくつかの困

難があったものの、C/P や専門家を始めとするすべてのプロジェクト関係者が、本プロジェクトの成

功のために努力を行ってきた。その結果、6GWA とマルカ研修センターを中心に、WAJ 職員の意識、

モチベーション、能力は大きく改善し強化された。 

配水ネットワーク管理の理論的・実践的な知識と技術が強化され、バルカ県フハイス等のパイロッ

ト区画では配水圧の低下を実現し、その結果、実際の無収水削減と配水ネットワーク・インフラの損

傷リスク軽減が可能となった。給水管及び水道メーター設置に係わる制度が明確に整備されて、「民

間事業者認定制度」が本格的に制定・実施されることになり、施工品質の向上とそれによる漏水リス

クの軽減が確実にもたらされることになる。本プロジェクトで実施された住民啓発活動を通じて無収

水削減に係わる WAJ と地域住民の関係が強化された。これらの結果として、各 GWA で対症療法的

及び予防的な双方の無収水対策を実施するための体系的かつ現実的なアクションプランが初めて作

成された。これは今後、WAJ が 2035 年間までの無収水削減目標を実現していくために必要な財務措

置とともに、WAJ が継続的に具体策を講じていくための基礎となり、WAJ 本部は本プロジェクトの

成果を最大限、活用するために適切かつ具体的な対応を取ることが期待されている。 

評価 5 項目の観点からは、本プロジェクトは高い妥当性を有している。有効性は相対的に高く、効

率性は中程度であると評価する。本プロジェクトは WAJ が今後、無収水削減に係わる安定的かつ継

続的な活動を行うための強固な基盤を構築したことから、総合的なインパクトは大きいと評価できる。

WAJ による一層の努力が継続すればプロジェクト終了 3～5 年後の上位目標達成の見込みは確実にな

るだろう。最後に、本プロジェクトの持続性は中程度だが、組織・財務の面での懸念事項があると評

価する。 

本プロジェクトは WAJ が無収水削減に必要な対策を取っていくための基盤を構築した。プロジェ

クトの成果を維持・拡大していくためには、WAJ は具体策をとる上でのより強固なコミットメント

とともに組織体制を一層、強化していく必要がある。 

本プロジェクトが変化するプロジェクト環境の中で最も可能な成功を収めたと考えられることか

ら、調査団はスケジュールどおりに終了することが妥当と結論付ける。また、WAJ が強いコミット

メントをもって自身による能力向上努力を続けることも必要である。特に、作成されたGWAアクショ

ンプランの実施を念頭に置いた WAJ 本部による適切な組織面・財務面での対応が、本プロジェクト

の本来的な成功を実現するためには必要不可欠である。 
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第5章 提言と教訓 

5-1 提言 

上位目標たる「ヨルダン水道事業体の無収水（NRW）が減少する。」を達成するために、次のよう

な対応が取られることを調査団は提言する。 

プロジェクトへの提言 

(1) タフィーラ県で実施中のパイロットプロジェクト 

 タフィーラ県のパイロット地区では、導入した減圧弁の不具合により一部、活動に遅れが生じ

ているが、プロジェクト期間内に計画された活動を完了させること。 

(2) 各県における無収水対策アクションプランの作成 

 プロジェクトは、各県が作成している対症療法的及び予防的な無収水削減対策を含んだ現実的

な無収水対策アクションプランの完成に向けた支援を行うこと。 

WAJ への提言 

(1) 無収水対策アクションプランの WAJ 予算における位置付けの明確化 

 WAJ 総裁が各県に対して包括的な無収水対策アクションプランをプロジェクト期間内に完成

させ、無収水対策アクションプランに基づく無収水対策の予算要求を行うよう指導すること。

また、各県は確定した予算額に応じて無収水対策アクションプランの見直しを行うべきである。 
 無収水アクションプラン実施のための予算は、各県が WAJ 本庁に提出する予算要求の中に明

示されるべきである。 
 WAJ 本庁は、配布した予算が無収水対策アクションプラン実施のために適切に執行されてい

るかを評価・モニタリングする体制を強化すべきである。 

(2) 技術移転を受けた WAJ 職員の有効活用 

 プロジェクトを通じて技術移転された WAJ 職員が必ずしも有効活用されていない。WAJ はそ

れら職員（公社等へ出向する職員を含む）を無収水対策に関連する部署に配置し、その知識・

経験を有効活用すべきである。 
 WAJ は無収水対策に係わる県風プログラムを WAJ 職員向けにも実施すべきである。また、技

術移転を受けた職員は研修講師としても有効活用されるべきである。 

5-2 教訓 

(1) 水道事業の会社化を念頭に置いたターゲット・グループの選定と、それに応じたプロジェクト

設計及び実施上の工夫の必要性 

本プロジェクトは、WAJ本庁とその直接管理下にある中部及び南部の計 6つのGWAをターゲッ

ト・グループとして実施した。一方、WAJ は傘下に独立した有限責任会社（国営企業）として運

営されているミヤフナ、アルヤルムーク（NGWA）、AWC の 3 つの水道事業体（事業会社）を有
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本プロジェクトは WAJ が無収水削減に必要な対策を取っていくための基盤を構築した。プロジェ

クトの成果を維持・拡大していくためには、WAJ は具体策をとる上でのより強固なコミットメント
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している。これらの水道事業体は本庁の直接管理下にはなく、経営判断も各事業体に任されてい

るが、WAJ は大株主、並びに理事会議長職を保有して一定の影響力を持っている。また、各事業

体は WAJ の連結決算対象（子会社）でもある。本プロジェクトでは、民間事業者認定に係わる規

程及び手続きに係わる技術審議会（作業委員会）が組織され、その中に上記 3 事業体の関係者が

委員として参加することで、効果的な議論と認定制度の発足の実現に貢献したと考えられる。一

方、これら 3 事業体はアンマンを始めとする大都市に立地して効果的・効率的な事業運営を行っ

ているところもあり、技術者を中心に有能な人材を有することもあり、無収水削減対策をヨルダ

ン国全体で推進するためには重要なプレイヤーである。ヨルダン国では各国ドナーによる水道セ

クターにおける長年の支援の中で「水道事業の会社化または将来的な民営化」が基本的な制度的

な流れとして定着している。今回、直接の技術移転対象となった 6 つの GWA についても、近い

将来、WAJ 傘下の有限責任会社として独立するか、既存の水道事業会社の下に経営管理が移管さ

れる可能性がある。このような動きはヨルダン国に限らず、各国ドナーの支援を受けている多く

の発展途上国の水道セクターに共通の流れである。したがって、本プロジェクトでは WAJ の直接

管理下にある水道事業体を直接的な裨益者としたが、今後の教訓として、このような中期的な水

道事業の会社化を念頭に置いた適切なターゲット・グループの選定と、それに応じたプロジェク

ト目標、成果、具体的活動の適切な設計と実施上の工夫を柔軟に行っていく必要があると考えら

れる。たとえば、技術協力プロジェクトにおいて、より技術力に優れた水道会社の技術人材を無

収水対策に係わる現地講師人材としてさらに能力強化した上で、WAJ 傘下の各組織の技術人材に

その成果を波及させていく等の、ターゲット・グループの選定や技術移転の流れをプロジェクト

設計に織り込むことも一案である。 

(2) ターゲット・グループの数の多さに対応した、優先度を意識した技術移転の必要性 

本プロジェクトの直接裨益者としての C/P またはターゲット・グループは WAJ 本庁と、WAJ
本庁の直接の管理下にある中部及び南部の計 6 つの GWA であった。プロジェクトに参加した C/P
の数は WAJ 本庁と 6GWA の計 7 組織から 40 名に達した。このように、比較的多くの組織に所属

する多数の技術移転対象者の存在は、将来的なインパクト拡大の可能性を拡げると同時に、特定

少数の C/P の能力向上に特化できないという点で、プロジェクトの有効性・効率性両面の相対的

な低下を招く懸念がある。本プロジェクトでは、日本人専門家が各地にちらばる 6 つの GWA に

対して、現地での座学研修や OJT を含めた技術移転を効果的・効率的に実施していくことは困難

な面があったと考えられる。特に、特定技術分野の短期専門家を中心に、多くの C/P を対象とす

る技術移転を行うには派遣期間が相対的に短く、効果的技術移転が難しかったと指摘する声がヨ

ルダン国・日本側の双方からあった。 

上記の課題と関連するが、6GWA の間では地勢上の条件の相違とともに、C/P の実務能力や民

族的背景、気質等の面でかなりの差異とバラツキがあったことも事実である。本プロジェクトは

WAJ 傘下の 10県の GWAを対象として実施したフェーズ 1 の成功と経験を踏まえて設計され開始

されたものである。しかし、ヨルダンを含めた発展途上国では個々の人材の能力や組織能力の面

で依然、首都と地方部、さらには地方毎に大きな格差が存在する。複数の GWA、それも 6 箇所と

いう数の組織と多数の WAJ 職員を技術移転対象にすれば、C/P や研修受講生の基礎的能力や技術

移転の消化吸収能力に大きなバラツキが存在することは自然で、それがプロジェクトの有効性と



 

5-3 

効率性の面で負の影響を与えかねないことも事実であろう。それを避けるためには、プロジェク

トで技術移転対象とする組織と C/P 候補の能力を十分に把握・分析した上で、同じ成果項目に対

しても指標の達成レベルに組織ごとに差をつける、あるいは特定技術の技術移転をより円滑化さ

せるために、基礎知識・技術に係る補完的な研修活動を部分的に導入する等のプロジェクト実施

上の工夫を行っていく必要があると考えられる。 

本プロジェクトでは技術的・地勢的な見地から適切であるとともに、一定の実施能力があると

判断されたバルカ県とタフィーラ県にパイロット区画を設定した。このように、複数の組織や多

数の技術移転対象者をターゲットとするプロジェクトの設計・実施に当たっては、優先的に技術

移転を行うべき組織を設定し、その能力向上を図った上で、順次、組織間での自立的な技術移転

が進められるよう工夫が行われる必要がある。本プロジェクトは 2.5 年間という短いプロジェク

ト期間であったため、この点での工夫は設計段階から一定の限界があったとも言えるが、今後の

教訓として、プロジェクト実施機関のニーズやプロジェクト妥当性確保の観点からターゲット・

グループの規模を適切な大きさに設定した上で、プロジェクトの有効性と効率性を確保するため

の必要に応じた措置をプロジェクト設計に盛り込むことが非常に重要であるという点が指摘でき

よう。 
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